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ご加入者（＝被保険者）さまが退職等により、加入者の資格を喪失したときに、
よりスムーズな手続きでご請求いただくためには、お支払に関する基本的な
事柄をご理解いただくことが大切であると考え、この「ガイドブック」を作成
しました。 
 
〇詳細は、ご契約時にお渡ししております「ご契約のしおり」「事務のてびき」
をご参照ください。 
 
〇ご請求手続きなどのお問い合わせは、当社の
担当者までお願いいたします。 
・当社が幹事会社でないご契約者さまに関する、
ご請求手続きなどのお問い合わせは幹事会
社までお願いいたします。 

●新企業年金保険のご請求手続き…………… 2～  6ページ
●拠出型企業年金保険のご請求手続き……… 7～  9ページ
●確定給付企業年金保険のご請求手続き…… 10～13ページ 

このガイドブックの目的 

目　　　次 
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新企業年金保険 

1 ご請求にあたりご確認いただく事柄 

ご加入者さまが、加入資格を喪失（定年退職・中途退職・役員就任・死亡退職等）した
場合は、一時金・年金の支給を受けることができる事由に該当するかご確認願います。 

〇加入資格を喪失したご加入者さまが一時金・年金の支給を受けることがで
きる事由に該当するか否かは、ご契約者さまの「退職年金支給規程」にて
ご確認できます。 
 
〇「退職年金支給規程」には、定年退職・中途退職・死亡退職による一時金・
年金を受給できる条件（受給資格：注）が記載されておりますので、ご加入
者さまの勤続年数（加入期間）・年齢等を算定のうえ、受給資格を満たして
いるかご確認願います。 
（注）定年、死亡または会社都合退職等の退職事由ごとに、勤続年数（例え

ば勤続10年以上）や年齢（例えば年齢55歳以上）等による条件を満
たした場合に一時金・年金を受給することができます。その条件を受
給資格といいます。 

 
〇新企業年金保険においては、中途退職・死亡退職による受給資格はご契約
者さまの任意で設定可能です。ご契約内容によっては、受給資格が無い場
合がございますのでご注意願います。 

支給を受けることができる事由の確認とは 
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※ご加入者さまの受給資格有無および年金・一時金額については、当社担当者までお気軽にお
問い合わせください。 

「退職年金支給規程」に記載している受給資格を満たしている場合でも、以
下のように一時金・年金のお支払いができない場合がございます。 
 
●保険料積立金（年金資産）がお支払額（注）より不足している場合 
→臨時拠出金をご入金いただいたうえでお支払いすることになります。 
（注）お支払額とは、将来の年金支払のために必要な金額等、既にお支払

いすることが確定している金額の総額をいいます。 
 
●遺族年金特約が付加されているご契約で、払済年金への変更（注）等によ
り特約保険料のご入金がない期間に死亡退職された場合 
（注）払済年金への変更とは、保険料の払込みを行なわず、ご契約を継続

する変更のことをいいます。払済年金へ変更することで遺族年金特
約は解約となりますので、変更後に死亡退職された場合は、お支払い
することができません。 

ご　注　意 
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2 ご請求手続きについて 

ご加入者さまが、加入資格を喪失し、受給資格がある場合には、 
『新企業年金保険　一時金・年金開始請求書』をご提出ください。 
なお、請求書の記載内容に基づいて一時金・年金をお支払いいたしますので、各記
入項目についてご契約者さまとご加入者さま（死亡の場合はお受取人さま）がご自
身でご記入いただきますようお願いいたします。 

〇備え付けの『一時金・年金開始請求書』を使用してお手続きいただくこともできます。その際は必要事項を記
入して当社あてご提出ください。 

〇ご請求手続きに必要な書類は6ページをご覧ください。 

なお、一時金・年金は、当社よりご加入者さま（またはお受取人さま）ご指定の金融
機関口座へご送金させていただきます。 

 
定年退職予定日（保険料払込満了日）の約2ヶ月前に『給付金請求手続き
のご案内』と『一時金・年金開始請求書』を、ご契約者さまあて郵送いたし
ますので、対象のご加入者さまへご請求手続きをご案内してください。 
 
 
ご退職日が決定した後に、ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。
必要事項をお聞かせいただき、『給付金請求手続きのご案内』と『一時金・
年金開始請求書』を作成しお届けいたしますので、対象のご加入者さまへ
ご請求手続きをご案内してください。 
 
 
お亡くなりになられた日を、ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。 
必要事項をお聞かせいただき、『給付金請求手続きのご案内』と『一時金・
年金開始請求書』を作成しお届けいたしますので、お受取人さまへご請求
手続きをご案内してください。 

定年退職の場合 

中途退職の場合 

死亡退職の場合 
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（例）『給付金請求手続きのご案内』・『一時金・年金開始請求書』 
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ご請求時の必要書類 

定年退職・中途退職 

死亡退職 

一時金・年金開始請求書 

必要書類 

ご請求内容 一　時　金 年　金 
（年金月額に応じ） 適格年金 留　意　事　項 一般年金・役員年金 

300万円以下 300万円超 300万円以下 300万円超 10万円以下 10万円超 

受取人の印鑑証明書 
（発行後3ヶ月以内） 

退職所得の受給に 
関する申告書 

退職所得の 
源泉徴収票写し 

障害者手帳の写し 
在職中、障害者になったことが直接の
原因で退職したときのみ必要です。 

適格年金以外に退職金支払いのあった
方のみ必要です。 

年金の繰延の場合は不要です。受取人
がご契約者さまの場合は不要です。 

一時金・年金開始請求書 

加入者の住民票除票 

必要書類 

ご請求内容 
一　時　金 年　金 

（年金月額に応じ） 留　意　事　項 

150万円以下 150万円超 5万円以下 5万円超 

受取人の印鑑証明書 
（発行後3ヶ月以内） 

受取人の 
戸籍抄本または住民票 
（発行後6ヶ月以内） 

 

代表受取人選任届 
同順位の受取人が複数の場合のみ必要です。代表受取人選任
届は、ご請求内容・金額によって、記載内容が異なります。受取
人がご契約者さまの場合は不要です。 

同順位の受取人が複数の場合は、代表受取人選任届にご記入・
押印される全員分が必要です。 
受取人順位が第2順位以降になった場合や同順位の受取人が
複数の場合に前順位または他の同順位の方を確認するため戸
籍謄本をご提出いただくことがあります。 
(注)受取人ご本人の確認を行うためにご提出いただくことがあ
ります。受取人がご契約者さまの場合は不要です。 

同順位の受取人が複数の場合は、代表受取人選任届にご記入・
押印される全員分が必要です。 
(注)受取人がご契約者さまの場合は不要です。 

住民票除票で受取人の確認ができない場合は、除籍抄本等を
ご提出いただくことがあります。 

(注)

(注)
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拠出型企業年金保険 

ご請求手続きについて 

ご加入者さまからの脱退申し出を受付けた場合、もしくはご加入者さまが、加入資格
を喪失した（保険料払込満了・退職・脱会・死亡等）場合は、『拠出型企業年金保険　
一時金・年金開始請求書』をご提出ください。 
なお、請求書の記載内容に基づいて一時金・年金をお支払いいたしますので、各記
入項目についてご契約者さまとご加入者さま（死亡の場合はお受取人さま）がご自
身でご記入いただきますようお願いいたします。 

〇据置可能の制度で据置を選択される場合は、「据置兼退職時一時払申込書」をご提出ください。 
〇ご加入者さまの年金受給資格有無および年金・一時金額についてはお気軽にお問い合わせください。 
〇備え付けの『一時金・年金開始請求書』を使用してお手続きいただくこともできます。その際は必要事項を記
入して当社あてご提出ください。 

〇ご請求手続きに必要な書類は9ページをご覧ください。 

なお、一時金・年金は、当社よりご加入者さま（またはお受取人さま）ご指定の金融
機関口座へご送金させていただきます。 

 
保険料払込満了日の約2ヶ月前にご加入者さまの『保険料払込満了のお知
らせ』と『保険料払込満了手続きのご案内』を、ご契約者さまへお渡しい
たしますので、対象のご加入者さまへご請求手続きをご案内してください。 
 
 
ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。『請求手続きのご案内』
と『一時金・年金開始請求書』をお届けいたしますので、対象のご加入者
さまへご請求手続きをご案内してください。 
 
 
お亡くなりになられた日を、ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。 
必要事項をお聞かせいただきましたら、『一時金・年金開始請求書』をお
届けいたしますので、お受取人さまへご請求手続きをご案内してください。 

保険料払込満了の場合 

中途脱退（脱退申し出、中途退職・脱会等）の場合 

死亡脱退の場合 
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（例）『請求手続きのご案内』・『一時金・年金開始請求書』 
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ご請求時の必要書類 

保険料払込満了・中途脱退 

死亡脱退 ※死亡の場合は一時金のみのお取扱いとなります。 

一時金・年金開始請求書 

必要書類 

ご請求内容 
一　時　金 年　金 

（年金月額に応じ） 留　意　事　項 

300万円以下 300万円超 10万円以下 10万円超 

受取人の印鑑証明書 
（発行後3ヶ月以内） 

(注)受取人ご本人の確認を行うためにご提出いただ
くことがあります。 

配偶者の戸籍抄本 
または住民票 

（発行後6ヶ月以内） 

配偶者年金特則付終身年金を 
ご選択のとき以外は不要です。 

一時金・年金開始請求書 

代表受取人選任届 

必要書類 

ご請求内容 一　時　金 
留　意　事　項 

150万円以下 150万円超 

加入者の住民票除票 
（発行後6ヶ月以内） 

住民票除票で受取人の確認ができない場合は、戸籍謄本等をご提出
いただくことがあります。 

(注)
受取人の印鑑証明書 
（発行後3ヶ月以内） 

同順位の受取人が複数の場合は、代表受取人選任届にご記入・押印
される全員分が必要です。 
(注)受取人ご本人の確認を行うためにご提出いただくことがあります。 

(注)

同順位の受取人が複数の場合は、代表受取人選任届にご記入・押印
される全員分が必要です。 
受取人順位が第2順位以降になった場合や同順位の受取人が複数の
場合に前順位または他の同順位の方を確認するため戸籍謄本をご提
出いただくことがあります。 
(注)受取人ご本人の確認を行うためにご提出いただくことがあります。 

受取人の戸籍抄本 
または住民票 

（発行後6ヶ月以内） 
 

同順位の受取人が複数の場合のみ必要です。代表受取人選任届は、
ご請求内容・金額によって、記載内容が異なります。 

(注) (注)
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確定給付企業年金保険 

1 当社への支払指図にあたりご確認いただく事柄 

ご加入者さまが、加入資格を喪失した場合は、一時金・年金の支給を受けることがで
きる事由に該当するかご確認のうえ、裁定のお手続きをお願いします。 

 
〇加入資格の喪失時期（従業員でなくなったとき等）および受給資格（注）
は、ご契約者さまの「確定給付企業年金規約」にてご確認できます。 
（注）＊老齢給付金、脱退一時金および遺族給付金の給付種類ごとに、加

入者期間（例えば3年以上）等による条件を満たした場合に一時金・
年金を受給することができます。その条件を受給資格といいます。 
＊確定給付企業年金においては、加入者期間3年以上で資格喪失し
た場合は、受給資格を付与することになっております。 
＊老齢給付金の受給資格を得られずに加入者の資格を喪失した者
については、定められた条件を満たした場合に、確定拠出年金等
の他の企業年金制度等へ脱退一時金相当額を移換することも可
能です。 

 
 
〇一時金・年金の給付については、その給付を受ける権利を有する者（受
給権者）の請求に基づいて、ご契約者さまが、受給資格判定、お支払額
等を決定することになっています。これを裁定といいます。 

支給を受けることができる事由の確認とは 

裁定のお手続きとは 
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※裁定のお手続きにあたり、ご加入者さまの受給資格の有無および一時金・年金額については、
お気軽にお問い合わせください。 

※ご契約者さまがインターネットを利用して、ご加入者さまの受給資格の有無、一時金・年金額等
の情報照会および給付金請求書類等を作成できるサービスを実施しております。サービス導
入条件やサービス内容については、当社担当者あてご確認願います。 

「確定給付企業年金規約」に記載している受給資格を満たしている場合でも、
以下のようにお支払いができない場合がございます。 
●年金資産がお支払額より不足している場合 
→臨時掛金をご入金いただいたうえでお支払いすることになります。 

ご　注　意 
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2 支払指図について 

ご加入者さまが、加入資格を喪失し、受給資格がある場合には、『確定給付企業年金
　給付金支払指図書（兼　繰下申出指図書）』をご提出ください。 
なお、支払指図書の記載内容に基づいて一時金・年金をお支払いいたしますので、
各記入項目についてもれなくご記入いただきますようお願いいたします。 

 
定年退職予定日の約2ヶ月前に『給付金請求手続きのご案内』と『給付金
請求（繰下申出）書兼裁定決議書』を、ご契約者さまあて郵送いたしますの
で、対象のご加入者さまへご請求手続きをご案内してください。 
 
 
ご退職日が決定した後に、ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。
必要事項をお聞かせいただき、『給付金請求手続きのご案内』と『給付金
請求（繰下申出）書兼裁定決議書』を作成しお届けいたしますので、対象
のご加入者さまへご請求手続きをご案内してください。 
 
 
お亡くなりになられた日を、ご契約者さまから当社担当者へご連絡ください。 
必要事項をお聞かせいただき、『給付金請求手続きのご案内』と『給付金
請求（繰下申出）書兼裁定決議書』を作成しお届けいたしますので、お受
取人さまへご請求手続きをご案内してください。 

定年退職の場合 

中途退職の場合 

死亡退職の場合 

〇備え付けの『給付金請求（繰下申出）書兼裁定決議書』（冊子形式）を使用してお手続きいただくこともできま
す。その際は必要事項を記入して「給付金支払指図書（兼繰下申出指図書）」を当社あてにご提出ください。 

〇『給付金支払指図書（兼繰下申出指図書）』以外の当社あての提出書類は、退職所得になる一時金のお支払い
において「退職所得の源泉徴収票（他に退職金の支払がある場合）」のみです。 

なお、一時金・年金は、当社よりご加入者さま（またはお受取人さま）ご指定の金融
機関口座へご送金させていただきます。 
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（例）『給付金請求手続きのご案内』・『給付金請求（繰下申出）書兼裁定決議書』 
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お読みいただきありがとうございました！ 

 

企業年金の一時金・年金のご請求手続きに関する 

一般的な事柄について説明いたしましたが、 

詳細は、当社の担当者までお気軽にお問い合わせください。 

メッセージ 

当社は個人情報を以下の目的達成に必要な範囲で取り扱います。保険医療など特に取扱いに

注意を要する個人情報は、保険業法施行規則により利用目的が限定されており、保険業の適切

な運営を確保するため業務上必要な範囲で取り扱います。 

〇各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 

〇関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理 

〇当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

〇その他保険に関連・付随する業務 

 ●個人情報の取扱いについて● 




